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1
構成員に各行政機関も入れ、これら
の保有する鉄塔等の活用についても
議論すべき。

　コスト削減の手法として、関係行政機関と協調し、各行
政機関の保有する施設を活用することは重要であり、報告
書においても、国や自治体が保有する既存光ファイバの活
用について記述しているところです。

2

通話マナー等が問題となっている
中、「安全・安心」のためすべてエ
リア化すべきことが必要不可欠かと
いう議論が必要ではないか。

　「携帯電話を必要としていない」地域についてまで整備
するかについては議論があったところですが、少なくと
も、「緊急時の連絡手段のため」、「地域の活性化のた
め」等の理由により、要望がある地域においては、可能な
限り対応を検討していく必要があるものと考えられます。
　なお、個々のユーザーが通話マナーに配慮すべきこと
は、エリア整備の推進以前の常識問題であるものと考えま
す。

3
コスト削減のためには、各携帯電話
事業者の協調が必要ではないか。

　御指摘の通り、コスト削減には可能な範囲で事業者が協
調することが必要であり、本文中にも鉄塔等の共有につい
て記述しているところです。

4

エリア整備は携帯電話事業者の努力
により整備をしていくべき。補助す
る以上、国全体として、国庫補助を
してでも早急な整備が必要であると
いうことについて再検討が必要では
ないか。

　まずは携帯事業者の努力が必要であることは御指摘の通
りで、実際に、事業者は簡易型基地局の開発・導入等によ
り、相当の努力をしてきているところです。
　ただし、それをもってしても、採算的に成り立たない地
域が事実存在し、そのような地域からは、「緊急時の連絡
手段が必要」、「携帯電話がないと嫁が来ない、孫も帰っ
て来ない」というような、エリア化に対する切実な要望が
強く、そのような状況にかんがみ、特に事業者の自主的な
整備が困難な地域については、携帯電話事業者にコスト削
減の努力を求めつつ、国としても整備費用の一部を支援し
ているところです。

5

「更なる整備のためには、地方公共
団体に負担を生じさせることなく、
国による財政支援を手厚くすること
が必要不可欠」といった記述にすべ
き。

　地方公共団体の財政状況が厳しいことは重々理解してい
ますが、本事業は国直轄事業ではなく、地方の事業に対す
る国庫補助事業であり、国の財政支援を拡充することは容
易ではありません。寧ろ、このような状況の中で整備を進
めていくための更なる効率的な手段としてはどのようなも
のが考えられるのか、といった視点から、現行の記述ぶり
としているところです。

6
ユニバーサルサービスとしての位置
づけに向けた具体的な検討を行う旨
の内容を盛り込むべき。

　携帯電話については、料金水準が加入電話に比べ高く、
利用実態についても世代間・地域間でばらつきがみられる
こと等から、現時点で直ちに携帯電話をユニバーサル化す
べく検討すべきとまではいえないものと考えます。
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居住地域・非居住地域におけるエリ
ア整備のコスト低減方策として、無
線も有効であるため、無線エントラ
ンス回線の規制緩和の検討について
も併記すべき。

　各地域におけるエリア整備に当たり、場合によっては、
無線伝送路の活用が有効であることは御指摘の通りであ
り、これまでも各携帯事業者において、無線伝送路を活用
したエリア整備がなされてきているところです。
　一方で、現在未整備のまま残っているエリアは、山間の
地域等、単純に無線を利用しても容易にはエリア化できな
い地域が大部分を占めており、多数の中継局が必要になる
など、かえってコストが割高になるケースも生じ得るとい
う課題もあります。
　しかしながら、地理的条件によっては、衛星等によらな
い無線伝送路が有効なケースもあり得ることから、報告書
本文４（１）①ⅰの衛星エントランス回線について触れて
いる項（P12）において、「無線伝送路を積極的に活用し
ていくことも、地形等の条件によっては伝送路整備コスト
の低減につながる可能性がある」旨の記述を追加するとと
もに、所要の修正を行うこととします。
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